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平成 27年度 八戸市虐待等防止対策会議 会議概要 
 

 

▼ 開催日時・出席者 

日 時： 平成 28年 3月 17日（木） 13：30～14：30 

場 所： 市庁別館２階 会議室Ｃ 

  出席者： 以下のとおり 

 

【出席者（計 23名）】 

 

 

 

 

出席委員（8名） 木村 政樹 

武部 悦子 

上條 勝芳 

田頭 初美 

安田 真 

黒澤 徹 

青木 範子 

澤田 美子 

 

 

 

欠席委員（7名） 高橋 育子 

豊山 信子 

今川 一 

天摩 雅和 

小西 秀明 

名久井 修 

市川 美代志 

 

 

 

庁内関係部署職員（12名） 石田 福祉部長兼福祉事務所長 

加賀 福祉部次長兼福祉・子育て給付金室長 

鈴木 市民健康部次長兼健康増進課長、健康増進課 職員１名 

池田 子育て支援課長、子育て支援課 職員１名 

小橋 高齢福祉課長、高齢福祉課 職員１名 

河原木 障がい福祉課長、障がい福祉課 職員１名 

教育指導課 職員２名 

 

 

事務局（3名） 豊川福祉政策課長、福祉政策課 職員２名 
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▼ 会議内容 

 

■次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議題 

案件１：各課所管の会議について 

①八戸市高齢者・障がい者虐待対策ケース会議 

②八戸市要保護児童対策地域協議会 
 

案件２：「八戸市いじめ防止基本方針」の策定について 

 

案件３：「（仮称）いじめ調査専門部会」の設置について 

 

４ 閉会 

 

■議事の概要 

・ 議事では、各課所管の会議、いじめ問題に関する基本方針の策定や新規附属機関等の設置

などについて、それぞれの担当課から説明し、意見交換を行った。 

 

■案件の内容 

案件１：各課所管の会議について 

 

○ 資料 1－1～1－3及び資料 2－1～2－3により、関係各課が所管している関連会議について、

各所管課の担当者が説明し、その後、意見を聴取した。（主な質問・意見は以下のとおり） 

 

 ＜主な質問・意見＞ 

・ （委員）児童虐待やＤＶに関して、特徴などはあるのか。 

⇒（子育て支援課長）最近は、子どもの貧困が話題になることが多く、経済的な問題から

配偶者暴力や児童虐待に繋がっている傾向にあるようだ。また、県内で見ると、八戸

地区は市外などから移住してくる方々が多い傾向にある。例えば、弘前地区では、三

世代で繋がっている家庭が八戸より多いというデータがあることなどから、地域との

密着の差が一因にもなっているように思われる。 

 

・ （委員）高齢者虐待においては虐待をしている養護者への支援という形で、何とか虐待を   

抑止できないのかなと思っている。子育て支援においても、明確な傾向が見えてきて、 

何かそこに対して重点的に支援ができれば件数が減少していくのではと思うが、傾向が 

漠然としているのでしょうか。 

 ⇒（子育て支援課長）子育て支援というのを、妊娠・出産・子育てという一連の中で総合的

にサポートしていくことや、ライフスタイルにあわせて各々の支援できることをやって

いくなどの環境を作ることが大事なのではないかと考える。 
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・ （委員）障がい者虐待について、虐待の有無の判断にあたって、専門的な視点を必要とす   

 るケースがあったとあるが、専門的な視点とは具体的に何か。 

⇒（障がい福祉課長）障がいの特性もありますが、施設の中での事案という中で、我々が知

らない部分もありましたので、施設職員の方から、そういう中での動きなどの話を聞い

たことや、弁護士から客観的な判断についての指針をいただいたということです。 

 

案件２：「八戸市いじめ防止基本方針」の策定について 

 

○ 「八戸市いじめ防止基本方針」の策定及び概要について、資料 3－1～3－3により教育指導

課から説明し、「いじめ防止対策推進法」の基づき、当方針を策定し平成 28 年 4 月 1日か

ら施行されることを報告。併せて、当方針の施行に伴い、教育委員会へ常設設置される附

属機関について説明し、その後、意見を聴取した。（質問・意見なし） 

 

 

案件３：「（仮称）いじめ調査専門部会」の設置について 

 

○ 「（仮称）いじめ調査専門部会」（以下「専門部会」という。）の設置について、資料 3－4

により、福祉政策課から教育委員会で策定した「八戸市いじめ防止基本方針」に基づき必

置とされる、いじめ事案に係る重大事態発生時の再調査機関として当会議に「専門部会」

を 28年度に設置することなどを説明し、その後、意見を聴取した。（質問・意見なし） 

 

 

 その他 

○ 来年度の当会議の開催は、年度末に１回を予定。各課所管の会議の状況について報告し、

市の施策や事業に対する意見や提言を聴取する。また、来年度からは教育委員会（担当：

教育指導課）で設置する附属機関（八戸市いじめ問題専門委員会）とも連携を図り、当会

議の中で開催状況などを報告する。 

 

 

 


